
内閣府本府が実施した政策評価についての個別審査結果 

 

１ 審査の対象 

「政策評価に関する基本方針」（平成 13 年 12 月 28 日閣議決定。以下「基本方針」

という。）では、政策評価の円滑かつ着実な実施のため、総務省は「各行政機関が実施

した政策評価について、その実施手続等の評価の実施形式において確保されるべき客

観性・厳格性の達成水準等に関する審査」等に重点的かつ計画的に取り組むこととさ

れている。 

今回審査の対象とした政策評価は、次のとおりである。 
 
「平成 16 年度内閣府本府政策評価書（事後評価）」(平成 17 年８月 11 日付け府評広

第 49 号による送付分)における 18 件の政策評価のうち、内閣府本府が概算要求に関連

して行い予算要求等へ反映した実績評価方式による 18 件の政策評価 

 

２ 審査の考え方と点検の項目 

（目標の設定状況） 

実績評価方式は、あらかじめ達成すべき目標を設定し、これに対する実績を測定し

て目標の達成度合いについて評価していく方式であるので、当該目標に関して達成す

べき水準を明確にするとともに、その水準をいつまでに達成しようとするのかをあら

かじめ定めておく必要がある。 

この審査において点検を行っているのは、次の項目である。（注１、２） 

① 目標に関し達成すべき水準が数値化されているなど具体的に特定されているかど

うか。 

② 目標の達成度合いを検証する際の基準とする時期（基準年次）及び目標を達成し

ようとする時期（達成年次）が設定されているかどうか。 

③ 目標設定に関し、目標設定の考え方やその根拠は明らかにされているかどうか。 
 

（注１）目標に関し達成すべき水準が数値化されていないものの中には、目標値の設定が容易では
ないものもあり得るが、その点について精査を行ったものではない。 

（注２）達成すべき目標は行政活動の一定のまとまりを対象として設定されるものであり、様々な
要素を包含することとなる。このため、その具体的な達成水準を一義的に示すことは一般的
に困難であり、その場合、関連した測定可能な指標を用いて、それぞれの指標ごとに達成水
準を示す具体的な目標を設定し、その実績の測定をもって、達成すべき目標の達成水準の測
定に代えることが必要となる。そのような措置を講じている府省の審査においては、達成す
べき目標と測定可能な指標との構造を明らかにした上で審査を行うものとする。 

 

（目標の達成度合いの判定方法） 

実績評価方式は、目標の達成度合いについて評価することが基本である。目標の達

成度合いについての判定の結果については、国民への説明責任の観点から、明確な判

定基準に基づき整理されることが望ましい。目標に対する実績が数値により測定可能

なものとなっていれば、目標の達成度合いは明らかであることから、その水準をどの



ように評価するかについての判定基準が明示されていれば、達成度合いを客観的に評

価することが可能となる。 

しかしながら、目標の達成度合いを数値で表せず、達成度合いの判定基準を明確に

示すことが困難である場合においては、目標の達成度合いをどのように判定している

かについて説明することが求められる。 

この審査において点検を行っているのは、次の項目である。 

○ 目標の達成度合いについての判定基準を定量的に示すなど具体的で明確になって

いるかどうか。 

 

３ 審査の結果 

「平成 16 年度内閣府本府政策評価書（事後評価）」(平成 17 年８月 11 日付け府評広

第 49 号による送付分)における 18 件の実績評価のうち、内閣府本府が概算要求に関連

して行い予算要求等へ反映した18件についての審査の結果（事実確認の整理結果）は、

以下のとおりである（詳細は、別添「政策評価審査表（実績評価関係）」参照）。 

 

【審査結果整理表】 

目標の設定状況 

目標期間の 
設定の有無 

整理 

番号 

 

 

政      策 

 

 

目標値等の 

設定の有無 
基準年次 達成年次 

目標設定 

の考え方 

目標の達

成度合い

の判定方

法（判定

基準の定

量化等）

国内の経済動向に係る産業及び地域経済の分析(景気ウオッチャー調査) １ 

 指標数 ４ 
○＝２ 

－＝２ 
－＝４ ○＝４ －＝４ 

－ 

経済活動及び社会活動についての経済理論その他これに類する理論を用いた研究の推進（国民経済
計算(ＳＮＡ）の推計及び整備・改善） － ２ 

 指標数 ５ －＝５ －＝５ ○＝５ －＝５  

３ 原子力研究開発利用の推進（原子力長期計画に基づく原子力政策に係る総合的視点等からの評価） 

  指標数 １ －＝１ －＝１ ○＝１ －＝１ 
－ 

４ 沖縄の戦後処理対策（対馬丸平和祈念事業） 

  指標数 ４ 
○＝２ 

－＝２ 
－＝４ ○＝４ －＝４ 

 

－ 

５ 沖縄の特殊事情に伴う特別対策（都市排水循環利用検討調査） 

  指標数 ２ ○＝２ ○＝２ ○＝２ ○＝２ 
－ 

６ 高齢社会に関する啓発 

  指標数 ３ △＝３ ○＝３ ○＝３ －＝３ 
－ 

７ 交通安全思想の普及・啓発 

  指標数 ８ 
△＝７ 

－＝１ 

○＝７ 

－＝１ 
○＝８ －＝８ 

－ 

８ 男女共同参画社会の実現に向けた気運醸成 

  指標数 ６ －＝６ －＝６ ○＝６ －＝６ 

 

－ 

９ 省資源・省エネルギー型生活の推進 

  指標数 ４ 
○＝１ 

－＝３ 

○＝１ 

－＝３ 
○＝４ －＝４ 

－ 



目標の設定状況 

目標期間の 
設定の有無 

整理 

番号 

 

 

政      策 

 

 

目標値等の 

設定の有無 
基準年次 達成年次 

目標設定 

の考え方 

目標の達

成度合い

の判定方

法（判定

基準の定

量化等）

10 消費者行政の推進（消費者教育の充実・強化） 

  指標数 １ ○＝１ －＝１ ○＝１ －＝１ 
－ 

11 防災に関する普及・啓発 

  指標数 １ －＝１ －＝１ ○＝１ －＝１ 
－ 

12 国際防災協力の推進 

  指標数 ６ －＝６ －＝６ ○＝６ －＝６ 
－ 

13 地震対策等の推進 － 

  指標数 １ －＝１ －＝１ ○＝１ －＝１  

14 原子力安全対策 

  指標数 ８ 
○＝５ 

－＝３ 
－＝８ ○＝８ －＝８ 

－ 

15 国際平和協力業務等の推進 

  指標数 ２ －＝２ ○＝２ ○＝２ －＝２ 
－ 

16 遺棄化学兵器の廃棄処理事業 

  指標数 １ ○＝１ ○＝１ ○＝１ －＝１ 
－ 

17 政府広報の実施 － 

  指標数 １ －＝１ －＝１ ○＝１ －＝１  

18 国民との対話(タウンミーティングの実施) 

  指標数 ２ ○＝２ ○＝２ ○＝２ －＝２ 
－ 

    １８政策     

合 計 
 指標数 ６０ 

○＝１６ 

△＝１０ ○＝１８ ○＝６０ ○＝２ 
－ 

(備考) これら 60 指標のほか、達成目標を測定する指標そのものではないものの、その政策の効果との関連性があるた

め、達成目標への政策の進捗を図る際の参考になる「参考指標」を 14 指標設定している。 

 

 

（注）１ 「目標値等の設定の有無」欄には、目標に関し達成すべき水準が数値化されている場合及び定性的

であっても目標が達成される水準が具体的に特定されている場合には「○」を記入し、いずれにも該

当しない場合には「－」を記入している。ただし、達成すべき水準は数値化されていないものの、前

年度よりも数値を向上させる等の方向が示されている場合には「△」を記入している。 

２ 「目標期間の設定の有無」欄には、目標の達成度合いを検証する際の基準とする時期が設定されて

いる場合には「基準年次」欄に「○」を、目標を達成しようとする時期が設定されている場合には「達

成年次」欄に「○」を記入し、それらが設定されていない場合には当該欄に「－」を記入している。 

３ 「目標設定の考え方」欄には、 

① 目標値及び目標期間（達成年次）のいずれも設定されているものについて、いずれの考え方につ

いても明らかにされている場合に「○」、いずれか一方の考え方が明らかにされている場合に「△」

を付している。 

② 目標値及び目標期間（達成年次）のいずれか一方が設定されているものについて、その考え方が

明らかにされている場合に「△」を記入している。 

③ 上記①、②のいずれにも該当しないものには「－」を記入している。 

４ 「目標の達成状況の判定方法（判定基準の定量化等）」欄には、目標の達成度合いについての判定

基準が定量化されているか、又は、具体的で明確なものとして示されている場合には「○」を記入し、

示されていない場合には「－」を記入している。 

 

（全体注）各府省の評価の実施状況を踏まえた課題等の整理・分析については、今年度末を目途に別途取

りまとめる予定である。 



【別添】 

 

政策評価審査表（実績評価関係） 

（説 明） 

本表は、公表された内閣府の「平成 16 年度内閣府本府政策評価書（事後評価）」に基づき総務省の責任において整理したものである。 

各欄の記載事項については以下のとおりである。 

 

欄   名 記          載          事          項 

「政策番号」欄 評価の対象とされた政策ごとに番号を付した。 

「政策名」欄 評価の対象とされた政策の名称を記入した。 

「達成すべき目標」欄 

(｢政策の目的｣)  

内閣府の評価書の「政策の目的」欄に記載されている事項を記入した（<達成目標>等を除く。）。 

「目標分類」欄 「アウトカム指標とアウトプット指標の分類の考え方（総務省行政評価局）」を踏まえ、「Ｃ」、「Ｐ」の別を記入した。 

なお、「Ｐ」（＝outPut）はアウトプット、「Ｃ」（＝outCome）はアウトカムを表す。 

「測定指標」欄 原則として「政策の目的」欄の「達成目標」を測定指標として記入した。また、評価書に「達成目標」の具体的な測定方法が明記されている

場合はその方法も併せて記入した。 
なお、評価書において測定指標である旨明記されていないものもあるため、当省で整理し、内閣府に確認の上、記入した。 

「指標分類」欄 

 

別添の「アウトカム指標とアウトプット指標の分類の考え方（総務省行政評価局）」を踏まえ、「Ｐ」、「ＣＭ」、「ＣＩ」のいずれか該当するも

のを記入した。ただし、当省において示した分類と内閣府の分類に違いがある場合には、その両方を記入し、当省の分類結果を（ ）内に示し

た。 

なお、「ＣＭ」（＝outCome Measurable）はアウトカムで定量的な指標、「ＣＩ」（＝outCome Immeasurable）はアウトカムで定性的な指標、「Ｐ」

（＝outPut）はアウトプット指標をそれぞれ示す。 

「目標値」欄 達成すべき目標についての目標とする値、水準等を記入した。 

「目標期間」欄 

 

「達成年次」には、政策を実施することにより達成すべき目標を達成しようとする年次を、また、「基準年次」には、目標の達成度合いを把

握するための基準となる年次を記入した。なお、内閣府では、原則として評価実施年度を「達成年次」としているとしているため、評価書に「達

成年次」が明記されていないものは評価実施年度を記入し「※」を付した。 

「目標設定の考え方 

及びその根拠」欄 

目標設定に関し、目標設定の考え方やその根拠記載されている場合に、その考え方、根拠を記入した。 

 

「測定結果等」欄 内閣府の評価書の「政策の有効性、効率性に関する評価」欄の記載内容を基に、測定指標により政策を測定した結果等を記入した。 

「評価の結果」欄 内閣府の評価書の「達成状況」欄、「理由」欄及び「総括」欄の記載内容を基に、評価結果を記入した。 

「政策手段」欄 内閣府の評価書の「政策の内容」欄の記載内容を基に、達成すべき目標を実現するために具体的に講じている手段を記入した。 

また、目標を達成するための政策の実施に要する費用等に関する情報のうち平成 16 年度の予算額等を記入した。 



 



アウトカム指標とアウトプット指標の分類の考え方(総務省行政評価局) 
 
 各府省の実績評価方式を用いた評価で用いられている測定指標について、アウトカム指標とアウトプット指標との区分を分類整理するに当たっては、下記の考え方に沿って指標 
を分類した案を各府省に提示した。各府省がこの分類案と異なる分類の考え方を採っている場合には、当該府省の考え方を以下に別記として整理している。 
 

記 
 

 行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成13年法律第86号)第３条第１項において、政策効果は「政策に基づき実施し、又は実施しようとしている行政上の一連の行為が国民 
生活及び社会経済に及ぼし、又は及ぼすことが見込まれる影響」と定義されている。この「国民生活又は社会経済に及ぼし、又は及ぼすことが見込まれる影響」がアウトカムに当たる。 
 

○アウトカム指標 

行政の活動の結果として、国民生活や社会経済に及
ぼされる何らかの変化や影響 
 

(例)   〇行政サービスに対する満足度、 〇講習会の受講による知識の向上、技能の向上 
〇搬送された患者の救命率、 〇開発途上国における教育水準(識字率、就学率) 

 〇農産物の生産量、 〇大気、水質、地質の汚染度 
 〇ごみ減量処理率、リサイクル率、廃棄物の再生利用量、不法投棄件数 
〇株式売買高の推移、 〇育児休業取得率  
〇就職件数、就職率 

○アウトプット指標 

アウトカム指標以外のもの 

① 行政の活動そのもの (例)    〇事業の実施件数、 〇会議の開催数 
〇偽造防止技術の研究件数、 〇環境基準の設定 
〇検査件数、 〇行政処分の実施件数 

② 行政活動により提供されたモノやサービスの量 (例)    〇講習会、展示会等の開催回数、 〇標準事務処理期間の遵守状況 
〇電算機の稼働率、 〇助成金の支給件数・支給金額 
〇パンフレットの配布数 

③ 行政活動により提供されたモノやサービスの利用
の結果 

(例)    〇講習会、展示会等の参加者数、 〇ホームページ等へのアクセス件数 
〇論文の被引用数、 〇共同利用施設の利用者数 
〇放送大学の学生数、高等教育機関における社会人の数、 〇技術士、環境カウンセラー等の登録者数 
〇相談件数、 〇インターンシップ参加者数 

④ 行政機関同士や行政内部の相互作用の結果であり
直接国民生活や社会経済に及ぼす影響でないもの 

(例)    〇機構・定員等の審査結果、〇一般会計予算の主要経費構成比 
    〇法令等審査件数、〇恩給請求書を3か月以内に総務省に進達した割合  

⑤ 行政活動の結果に起因して生じている現象や事態
を表す指標であるが、それ自体は直接国民生活や社
会経済に及ぼす影響を表すものではないもの 

(例)    〇各種研究開発の特許取得件数、〇マネーロンダリングに関する金融機関からの届出件数 
〇新規化学物質の製造、輸入に関する届出件数 

 

 
 
 

 



 (別記) 内閣府におけるアウトカム指標とアウトプット指標の分類の考え方 

 

内閣府では、総務省行政評価局の分類において、アウトプット指標としているものの一部について、以下の考え方によりアウトカム指標に分類している。 

 

アウトプット指標分類③（行政活動により提供されたモノやサービスの利用の結果）

に該当する指標のうち、行政活動により提供されたモノやサービスに対して国民

がどれだけ能動的に対応・参加したかという成果を表すもの 

 

（例） 

（２）・ 全国交通安全運動交通安全教室参加人数 

・ 交通安全フェア入場者 

・ 省資源・省エネルギー国民運動地方推進会議への参加団体数の推移 

 

 

 



基準年次 達成年次

調査期間終了後６営業
日で調査結果を公表す
る。

Ｐ 調 査 期
間 終 了
後６営業
日

－ 16年度
※

－

90％近い回答率を維持
する。

Ｐ 約90％ － 16年度
※

－

身の回りの出来事に関
し寄せてもらうコメント
について、より適切で定
性的な情報収集に努め
る。

Ｐ － － 16年度
※

 

景気判断に係る本調査
結果の活用状況（月例経
済報告、地域経済動向
等）

ＣＭ － － 16年度
※

 

２ 利用可能な基礎統計の
制約条件の中で、確度の
高い速報値を早期に公表
するとともに、ユーザー
にとっての有用性を向上
する。

Ｐ － － 16年度
※

経済構造の変化に的確
に対応し、適切な推計手
法を採用する。

Ｐ － － 16年度
※

利用可能な基礎統計の
制約条件の中で、可能な
限り国際比較性を向上す
る。

Ｐ － － 16年度
※

推計手法等に関する透
明性を向上する。

Ｐ － － 16年度
※

 

政策
番号

目標
分類

達成すべき目標
(政策の目的）

１ 国内の経済動
向に係る産業及
び地域経済の分
析（景気ウォッ
チャ ー調 査）

政策分野１　経済財政政策

政策手段

 本調査は、調査期間終了から概ね10日程度（原則とし
て翌月の第６営業日）で公表されており、速報性が極め
て高い。

回答率は、90％近くと、調査開始以来高い水準を維持
している。

既存統計では地域別に公表される景気指標が限られ、
地域ごとの把握が困難であるが、本調査では地域別の景
況感をいち早く捉えることができ、地域間のばらつきも
観測することができる。加えて、コメントにより定性的
な情報が付加されるため、地域別にきめ細かな情報を得
ることができる。

政策評価審査表（実績評価関係）

測定指標 目標値
目標期間指標

分類
測定結果等 評価の結果

目標設定の考え
方及びその根拠

政策名

(達成状況）
  達成できた。
（理由）

本調査は、政府部門及び民間部門
双方で幅広く利用されており、速報
性に優れた調査として定着してい
る。調査の実施に当たっての早期公
表、高い回答率の維持等の目標は達
成していると考える。
（総括）
・ 引き続き同水準で継続実施が必要
な政策である。
・今後の政策等に反映すべき事項及
び今後の取組方針(省略）

・全国11地域におい
て、当該地域の経済
状況を熟知した民間
調査研究機関を活用
・電話、Web、メール
による回答方式を導
入

○予算額(平成16年
度）
「地方からみた景気
動向の把握調査」148
百万円

四半期別ＧＤＰ速報（ＱＥ）は、平成14年４～６月期
１次速報値の公表時（平成14年８月30日）より、新たな
推計方法に改定した。これにより、１次ＱＥの公表が従
来より１ヶ月弱早まり、主要先進国と比較して遜色のな
いタイミングで公表することが可能となった。

推計手法については、下記のとおり随時見直しを行ってお
り、着実に改善してきたものと評価できる。ユーザー等からも
概ね肯定的な評価を得ている。一方、基礎統計側の問題を
含め、さらなる改善に向けた課題の指摘もある。
・ＱＥにおける新たな推計手法（新ＱＥ）の導入（平成14年８
月）
・実質化手法として連鎖方式の導入（平成16年12月）

景気ウォッチャー調査の結果は、下記のように、広範
に活用されている。
① 政府の公式な景気判断である「月例経済報告」の主
要経済指標に採用
② 内閣府「地域経済動向」に各地域のＤＩと代表的な
コメントを掲載し、地域の景況判断に活用
③ 政府の統計としては異例の早さで公表されるため、
毎月の公表時には、インターネットやニュースでいち早
く報道

・ＳＮＡの整備・改
善のため、①利用可
能な基礎統計の制約
の下で、より精度の
高 い 推 計 手 法 を 検
討・採用するととも
に、国際基準をでき
る限り取り込む ②Ｓ
ＮＡの整備・改善の
観点から基礎統計の
改善を働きかけ、ま
た 、 国 際 基 準 の 策
定・改定への議論に
参画する、といった
双方向からの取組み
・県民経済計算につ
い て 、 統 一 的 な 基
準・推計方法で推計
が行われるよう、推
計実務を担っている
自治体に対し、標準
的 な 推 計 方 法 を 作
成・提示

○予算額(平成16年度）
「国民経済計算」等
計244百万円

(達成状況）
　達成に向けて進展があった。
（理由）

ＩＭＦの評価基準を概ね満たす
とともに、達成目標に掲げた５つの
観点（速報性、手法の適切性、透明
性等）おいて具体的な進展があった
ため。
（総括）
・ 重要であり更に優先的に取り組む
べき政策である。
・今後の政策等に反映すべき事項及
び今後の取組方針

平成17年４月より、我が国ＳＮＡ
のさらなる改善を目指し、より透明
性を高めていく観点から、推計方法
等における課題について利用者から
幅広く意見を募集して検討する「推
計レビュー」を開始した。同レ
ビューにおいて指摘された課題をは
じめとして、優先順位をつけながら
残された課題に取り組んでいく。そ
の際、連鎖方式の導入やＱＥへの供
給側統計の利用などにみられるよう
に、推計業務が複雑化・高度化して
いるので、これに応じた推計体制の
整備に努める。

「1993年ＳＮＡ」の導入に際し、我が国ＳＮＡに関する解説
書として「我が国の93ＳＮＡへの移行について」及び「93ＳＮＡ
推計手法解説書」を公表した（平成12年11月）。また、ＱＥの
推計方法については、新ＱＥ導入時に「四半期別ＧＤＰ速報
（ＱＥ）の新しい推計方法」（平成14年８月）として詳細なマ
ニュアルを公表し、推計方法の見直しに応じて随時改定して
いる（最新の第４版は平成17年２月公表）。この他、概念や
推計方法等に変更がある場合には、統計の公表に先立ち、
その内容を周知している。こうした取り組みにより、推計手法
等に関する透明性は大幅に向上したものと評価されるが、
ユーザーからは、肯定的な評価の一方で、公開のあり方に
関する改善要望もある。

ＳＮＡに関する現行の国際基準である「1993年ＳＮＡ」を平
成12年10月に導入しており、基本的に国際比較性は満たさ
れているものと評価される。一方、基礎統計の制約等の理由
から、「1993年ＳＮＡ」には対応できていない部分もある（ソフ
トウェアの固定資産としての計上等）。これらについては、基
礎統計の利用可能性を考慮しつつ、見直しを進めていく必要
がある。

他の地域別経済統計で
は困難である地域経済動
向の早期把握、きめ細か
な情報の収集により、迅
速かつ適切な景気判断に
資する。

Ｐ

日本経済の状況を国際
的に比較可能な形で正確
に把握し、的確な経済分
析及び経済政策運営のた
めの基礎情報を提供す
る。

Ｐ経済活動及び
社会活動につい
ての経済理論そ
の他これに類す
る理論を用いた
研究の推進(国
民経済計算(Ｓ
ＮＡ)の推計及
び整備・改善)



基準年次 達成年次

政策
番号

目標
分類

達成すべき目標
(政策の目的）

政策手段測定指標 目標値
目標期間指標

分類
測定結果等 評価の結果

目標設定の考え
方及びその根拠

政策名

Ｐ 地域経済計算の標準方式
を的確に示し、正確性・
比較性を向上する。

Ｐ － － 16年度
※

Ｐ Ｐ － － 16年度
※

・「原子力の研究、
開発及び利用に関す
る長期計画(「原子力長
期計画」)に基づく政
策手段

○予算（平成16年度）
「我が国の原子力関

係経費」471,788百万
円

４ 対馬丸平和祈念事業の
適正かつ円滑な実施：語
り部事業の実施状況

Ｐ － － 16年度
※

 

　 対馬丸平和祈念事業の適
正かつ円滑な実施：特別
展示の実施状況

Ｐ － － 16年度
※

 

　 　(参考指標）
 来館者数

ＣＭ
(P)

    

　語り部事業の満足度 ＣＭ 90%
以上

－ 16年度
※

－

　特別展示の満足度 ＣＭ 90%
以上

－ 16年度
※

－

・対馬丸等の関連資料を収集・展示する特別展の実施状
況

第1回「平和の約束メッセージ展」（平成16年8月22日
～12月29日）メッセージ応募件数：1,630件

第2回「石田壽長崎原爆写真展」（平成17年3月1日～3
月31日）

100％

Ｐ

97.3％

・生存者による体験の語り伝えの実施状況
　小・中・高校生及び団体等約7,000人を対象に59回実施

政策分野３　沖縄対策、沖縄の振興への取組

関係府省で行われている原子力行政の重複等の防止や
施策の計画的な遂行を図るとの観点から、原子力長期計
画が掲げている6 つの分野（1．国民・社会と原子力の
調和、2．原子力発電と核燃料サイクル、3．原子力科学
技術の多様な展開、4．国民生活に貢献する放射線利
用、5．国際社会と原子力の調和、6．原子力の研究、開
発及び利用の推進基盤）の実施状況について、原子力長
期計画に則り着実に実施されていることを確認した。

(達成状況）
　達成できた。
(理由）

測定指標である語り部事業の満足
度、特別展の満足度が、それぞれ
90％を上回り、事業が有効であり、
また実施体制も効率的だと判断され
たため。
(総括）
・引き続き同水準で継続実施が必要
な政策である。
・今後の政策等に反映すべき事項及
び今後の取組方針

有識者の意見も踏まえ、対馬丸事
件を風化させず語り伝え、遭難学童
への哀悼と平和を祈念するために、
引き続き、特別展示、語り部事業を
充実し、実施することとする。

・財団法人対馬丸記
念会が、対馬丸記念
館において実施する
諸事業のうち、生存
者による体験の語り
伝え、対馬丸等の関
連資料の展示等の事
業についての沖縄県
を通じた補助事業

○予算(平成16年度）
対馬丸平和祈念事

業経費5百万円

原子力の研究、開発及
び利用に関する長期計画
に基づく原子力政策の計
画的遂行

(達成状況）
 達成に向けて進展があった.
(理由)
平成16 年度は、原子力長期計画に

掲げる６つの分野について原子力長
期計画に則り概ね着実に実施され、
また、平成16 年度内閣府政策評価
実施計画における達成目標について
も既述のとおり達成しているため、
達成にむけて進展があったといえ
る。
（総括）
・引き続き同水準で継続実施が必要
な政策である。長期計画に基づき原
子力政策を計画的に遂行するため、
各省において施策を引き続き実施し
ていく必要がある。
・今後の政策等に反映すべき事項及
び今後の取組方針(省略）

沖縄の戦後処
理対策(対馬丸
平和祈念事業)

沖縄戦の悲劇の象徴であ
る対馬丸事件を後世代に
伝えるとともに、遭難学
童への哀悼と平和を祈念
する。

政策分野２　科学技術政策

関係府省との調整等を
図り、もって原子力研究
開発利用の推進に資す
る。その際には、平和の
目的に限り、安全の確保
を旨とするとともに、国
の施策が計画的に遂行さ
れるよう努める

原子力研究開
発利 用の 推進
（原子力長期計
画に基づく原子
力政策に係る総
合的視点等から
の評価）

３

平成12年10月に我が国のＳＮＡに「1993年ＳＮＡ」が
導入されたことを受け、「1993年ＳＮＡ」に対応した新
たな「県民経済計算標準方式推計方法」を作成した（平
成14年３月）。これが実際の推計にどれだけ反映される
かは、県民経済計算の推計実務を担う各県（市）に依存
しているが、国のＳＮＡと県民経済計算との比較や各県
（市）相互の比較を可能にするためのベースは整ったも
のと評価できる。

　(注)
平成16年度内閣府政策評価実施計画においては、「関係行政機関との調

整等を図り、もって原子力研究開発利用の推進に資する」ことを政策目標とし
て、「我が国の原子力政策の基本方針等を検討するため原子力委員会各専
門部会等を開催する｣、「広聴、広報等の実施により、国民との相互理解を図
る」などの達成目標を設定していたが、政策の目的等に鑑み、本政策評価で
は原子力長期計画に基づく原子力政策にかかる総合的視点等からの評価を
行った。なお、これらの達成目標に係る測定目標については、「8 有効性、効
率性に関する評価」の「１．②情報公開と情報提供」に含まれている。



基準年次 達成年次

政策
番号

目標
分類

達成すべき目標
(政策の目的）

政策手段測定指標 目標値
目標期間指標

分類
測定結果等 評価の結果

目標設定の考え
方及びその根拠

政策名

Ｃ 都市排水を高度処理し
広域に農業用水として利
用している例は国内に存
在しない。このため、す
でに都市排水を高度処理
した水を農業用水として
利用しているアメリカ合
衆国カリフォルニア州を
参考に、安定的に利用可
能とするための技術（高
度処理技術）を確立す
る：大腸菌群数

Ｐ 7 日 間の
中 央 値
が
2.2MPN/
100ｍｌ未
満等

14年度 16年度

 都市排水を高度処理し
広域に農業用水として利
用している例は国内に存
在しない。このため、す
でに都市排水を高度処理
した水を農業用水として
利用しているアメリカ合
衆国カリフォルニア州を
参考に、安定的に利用可
能とするための技術（高
度処理技術）を確立す
る：濁度

Ｐ 24 時 間
の 平 均
が2NTU
を 超 え
ない
等

14年度 16年度

６ 高齢社会に関
する啓発

高齢社会に対する啓発
活動を実施することによ
り、高齢社会対策の気運
を高め、各般の取組の向
上を図る。

Ｃ 心豊かな長寿社会を考
える国民の集いのアン
ケート結果

ＣＭ 13 年 度
と 同 水
準 の 維
持

13年度 16年度
※

－ (達成状況）
　 達成できた
(理由）
「８ 政策の有効性、効率性に関す

る評価」の結果、各事業の参加者の
多くについて、活動意欲の向上が認
められ、達成目標であったアンケー
ト結果についても、平成13年度と同
水準が維持されていることから、本
政策は「達成できた」ものと判断し
たため。
（総括）
・引き続き同水準で継続実施が必要
な政策である。
・今後の政策等に反映すべき事項及
び今後の取組方針

少子・高齢化が進展する中で、高
齢者の社会参加活動の促進は、個々
の高齢者の生きがいづくりにとどま
らず、社会の活力を維持していく上
でも、今後、一層重要となるもので
あり、このような観点からの広報・
啓発活動の一層の充実が必要。等

・「心豊かな長寿社
会を考える国民の集
い」の開催
・社会参加活動等の
事例紹介事業の実施
・高齢社会研究セミ
ナーの開催

○予算（平成16年度）
心豊かな長寿社会

を考える国民の集い
開催経費等計22百万
円

｢心豊かな長寿社会を考える国民の集い｣におけるア
ンケート結果において、「参加してよかった」との回答
が99.7%となり、「今後の活動意欲等が得られた」との
回答も98.1%となっていること等から、国民の意識啓発
に一定の効果があったと考えられる。また、平成13年度
に実施した本事業の政策評価の際に実施したアンケート
調査と比較しても、引き続き各事業が有効であったこと
が確認できる。

 再生水製造プラントで製造された再生水の水質は次の
とおりであり、現在目標としているアメリカ合衆国カリ
フォルニア州の再生水利用に関する条例（California
Health Laws Related to Recycled Water)で定められ
ている水質基準（大腸菌群数、濁度）を満たしている。

政策分野４　高齢社会対策

５ (達成結果）
　 達成できた
（理由）

本調査の中で、アメリカ合衆国
カリフォルニア州における農業用水
利用のための再生水の水質基準（大
腸菌群数について７日間の中央値が
2.2MPN／100ml 未満など、濁度につ
いても24時間の平均が2NTU を超え
ないなど）を満たす再生水を安定的
に製造することが、可能であること
を実証できた。
(総括）
・目標を達成した等の事情により終
了した。
・今後の政策等に反映すべき事項及
び今後の取組方針

再生水を農業用水として安定的に
利用するにあたり、目標とした水質
を確保するための高度処理技術の確
立が実証できたことにより、本調査
を廃止する。本調査の結果について
は、都市近郊地域における農業用水
の確保について検討する際、その活
用を図るものとする。

・排水処理水の水質
安定のための処理技
術の実証、処理水の
水質分析、環境への
影 響 把 握 等 を 実 施
し、沖縄における都
市排水循環利用技術
確立の検討

○予算(平成16年度）
都市排水循環利用

検討調査７６百万円

沖縄の特殊事
情に伴う特別対
策（都市排水循
環利 用検 討調
査）

(考え方）
アメリカ合衆国

カリフォルニア州
の再生水利用に関
する条例の基準
(根拠）
アメリカ合衆国

カリフォルニア州
の再生水利用に関
する条例

沖縄において都市排水
の循環有効利用を図り、
新たな水資源開発を抑制
することにより、自然と
の共生、保護を進めるほ
か、沖縄の亜熱帯気候と
調和した生産性の高い農
業の振興を図ることを目
的とする。



基準年次 達成年次

政策
番号

目標
分類

達成すべき目標
(政策の目的）

政策手段測定指標 目標値
目標期間指標

分類
測定結果等 評価の結果

目標設定の考え
方及びその根拠

政策名

社会参加活動等の事例
紹介事業のアンケート結
果

ＣＭ 13 年 度
と 同 水
準 の 維
持

13年度 16年度
※

－

高齢社会研究セミナー
のアンケート結果

ＣＭ 13 年 度
と 同 水
準 の 維
持

13年度 16年度 －

(「社会参加活動等の事例紹介事業」においては、
「活動意欲の向上や社会参加を促すなどの効果はある
か」との問いに見られるように、肯定的な回答割合が13
年度に比して低下しているものもある。肯定的回答が９
割程度となっていることから、政策における有効性は確
保されているものと考えられる。ただし、本項目につい
ては、今後経年で結果を把握しつつ注視する必要があ
る。)

 



基準年次 達成年次

政策
番号

目標
分類

達成すべき目標
(政策の目的）

政策手段測定指標 目標値
目標期間指標

分類
測定結果等 評価の結果

目標設定の考え
方及びその根拠

政策名

７ (全国交通安全運動)
全国交通安全運動交通安
全教室参加人数

ＣＭ
(P)

13 年 度
と 同 水
準

13年度 16年度
※

－

(全国交通安全運動)
全国交通安全運動交通ボ

ランティア等活動人数

ＣＭ
(P)

13 年 度
と 同 水
準

13年度 16年度
※

－

（交通安全フェア）
交通安全フェア入場者

数

ＣＭ
(P)

13 年 度
と 同 水
準

13年度 16年度
※

－

(交通安全フェア)
交通安全フェアで実施し

たアンケート調査

CM 13 年 度
と 同 水
準

13年度 16年度
※

－

13 年 度
と 同 水
準

13年度 16年度
※

－

(交通安全ファミリー作文コ
ンクール応募事業）

交通安全ファミリー作文コ
ンクール応募総数

Ｐ 13 年 度
と 同 水
準

13年度 16年度
※

－

(交通安全指導者養成講座)
交通安全指導者養成講座

受講者に対するアンケート
調査

ＣＭ 13 年 度
と 同 水
準

13年度 16年度
※

－

普及啓発事業の実施によ
り、国民一人一人に交通安
全知識の普及を図り、交通
ルールの遵守と正しい交通
マナーの実践を習慣付け、
交通事故防止の徹底を図
る。

ＣＭ － － 16年度
※

 

本講座を受講して「有意義であった」と答えている人
が約86%（37人）とほぼ９割を示しており（有効回答者
数43人）、また13年度より10ポイント以上増加している

政策分野５　交通安全対策

ＣＭ(高齢者交通安全意識高揚
啓発事業)

世代間交流交通安全教
室に参加した高齢者に対
するアンケート調査

応募数は年々増加しており、平成16年度は18,421編とな
り、基準年である平成13年度に比しても増加している。

事業目的に沿って最大限積極的かつ効率的に実施した
が、全国交通安全運動、交通安全フェア、高齢者交通安
全意識高揚啓発事業等、国民の意識を適切に把握し、そ
れを反映する方策を実施

・「交通安全意識が高まった」（非常に高まった＋高まった）と
答えている人が約94％（451人）となっており（有効回答者数：
477人）、平成13年度とほぼ同じ比率となった。
・交通安全フェアへの参加意識については、約91％（435人）
が「今後も参加したい」（ぜひ参加したい＋時間があれば参
加したい）と答えており、平成13年度よりもその比率は高く
なっている。
・「春・秋の全国交通安全運動」、「シートベルト・チャイルド
シートの着用の徹底」の認知度についても、平成13年度より
も高くなっている。
・交通安全教室に参加前と後の交通安全への意識につい
て、各テーマにおいて高い割合で「交通安全意識が高まっ
た」と答えている。（有効回答者数：498人）。
・「子どもと一緒に楽しく学べて良かった」と答えた参加者が
約76％（380人）、「交通安全をはっきり意識」は約62％（308
人）、「子どもを守ろうとの意識、自分の意識向上」は約55％
（272人）といずれも5割を超える参加者が答え、交通安全意
識の高さが増している。

平成16年の全国交通安全運動期間中における交通指導
員、母の会等の交通ボランティアの都道府県の活動数員（延
べ数）は、春が1,544,326人、秋が1,406,314人となり、基準年
に比しやや減少している点には留意すべきではあるが、現
段階では交通安全思想の普及･啓発への有効性にただちに
影響するものではないと思われる。このように参加人数に減
少が見られるのは、市町村合併の進展に伴い、既存の交通
安全推進団体の取組に影響があったことが要因の一つとし
て考えられるが、17年度以降経年の変化を見る必要がある
と思われる。

平成16年度の入場者数は２日間で約27,000人であり、
基準年である平成13年度より多くの入場者数となった。

(達成状況）
　 達成に向けて進展があった。
（理由）

定量的目標については、アン
ケート調査結果等、概ね基準年(平
成13年度)の水準を維持するか、あ
るいはそれ以上の結果を得られた
が、全国交通安全運動交通ボラン
ティア等活動人数において基準年の
水準に達しないものがあった。ま
た、定性的目標では、事業目的に
沿って最大限積極的かつ効率的に実
施したが、全国交通安全運動、交通
安全フェア高齢者交通安全意識高揚
啓発事業等、国民の意識を適切に把
握し、それを反映する方策を実施す
ることで、より達成に向けての進展
が図られるものと思われた。
(総括）
・引き続き同水準で継続実施が必要
な政策である。
・今後の政策等に反映すべき事項及
び今後の取組方針(省略）

○主な啓発事業
・全国交通安全運動
・交通安全フェア
・高齢者交通安全意
識高揚啓発事業（世
代間交流による交通
安全事業、高齢者世
帯訪問事業）
・ 交 通 安 全 フ ァ ミ
リー作文コンクール
募集事業
・交通安全母親活動
推進事業
・交通安全指導者養
成講座
・交通安全総合デー
タベースの運用

○予算(平成16年度）
交通安全思想普及

推進経費148百万円）
交通安全総合情報ｼ

ｽﾃﾑ関係経費30百万
円）

春が3,481,440人、秋が2,970,094人となっており、基準年(平
成13年)と比べても増加しており、交通安全思想の普及･啓発
に有効なものとなった。

全国交通安全運動の展
開、交通安全母親活動の
推進等により、多くの国
民に対して、交通安全思
想の普及向上を図り、交
通の安全を確保する。

Ｃ交通安全思想
の普及・啓発



基準年次 達成年次

政策
番号

目標
分類

達成すべき目標
(政策の目的）
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目標期間指標
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政策名

Ｃ 「男女共同参画フォー
ラム」等による地方公共
団体、民間団体との有機
的な連携を確立：男女共
同参画週間の実施状況に
ついて、各都道府県・政
令指定都市に対しアン
ケート調査結果

ＣＭ － － 16年度
※

 

｢男女共同参画フォーラ
ム」等による地方公共団体、
民間団体との有機的な連携
を確立：男女共同参画宣言
都市奨励事業（開催 自治
体：9市町）参加者に対しア
ンケート調査（参加者約500
名 、 ア ン ケ ー ト 回 収 率 約
70％）を実施した結果

ＣＭ － － 16年度
※

 

｢男女共同参画フォーラ
ム」等による地方公共団体、
民間団体との有機的な連携
を 確 立 ： 男 女 共 同 参 画
フォーラム(開催回数:4回)参
加者に対しアンケートを実施
した結果(参加者数4,000人、
回収率60％)

ＣＭ － － 16年度
※

 

｢男女共同参画フォーラ
ム」等による地方公共団体、
民間団体との有機的な連携
を確立：各都道府県・政令指
定都市に対し、男女共同参
画担当行政ブロック会議の
実施状況についてアンケー
ト調査を実施した結果(アン
ケート対象数：60都道府県・
政 令 指 定 都 市 、 回 収 率
100％)

ＣＭ － － 16年度
※

 

｢男女共同参画ヤング
リーダー会議」の開催を
通じた若年層における気
運の醸成･意識の浸透：
「男女共同参画ヤング
リーダー会議」プログラ
ムの内容について、出席
者へのアンケート調査

ＣＭ － － 16年度
※

 

　 ｢男女共同参画推進本部
ニュース｣により広報及び意
識啓発を図る：「男女共同参
画推進本部ニュース」の発
行（隔月発行37,500部）配布
先の団体の代表者300名へ
のアンケート調査

ＣＭ － － 16年度
※

 「男女共同参画推進本部ニュース」の記事は男女共同参画
に関する情報として役に立っているかという問いに対して、
「役に立っている」が56％、「どちらともいえない」が24％、「役
に立たない」が0％、「無回答」が20％だった。また、「男女共
同参画推進本部ニュース」のような紙媒体での情報は必要
だと思うかという問いに対して、「必要である」が67％、「必要
ではない」が4％、「どちらでもよい」が25％、「無回答」が4％
だった。

　（アンケート結果）
①開催時期については、「現状でよい」が53件、「変更して

ほしい」が5件回答された。「変更してほしい」主な理由は、議
会開催時期を外してほしい、予算業務時期にかからないよう
にしてほしいというものであった。②日程については、「現状
でよい」が44件、「変更してほしい」が7件回答された。「変更
してほしい」主な理由は、内容を整理して1日で開催してほし
いというものであった。③会議の内容については、国の施策
説明について、「現状でよい」が48件、「変更してほしい」が8
件回答された。意見交換、情報交換について、「現状でよい」
が 31 件 、 「 変 更 し て ほ し い 」 が 13 件 回 答 さ れ た 。

研修は主目的である地域のヤングリーダー間の意見交
換の場としての班別討議で特に高い評価を得ている。

　主なコメントは次のとおり。
① 男女共同参画推進本部報告について
・ポイント掴んでの話で、納得できた。・パンフレットを使用し
た説明は分かり易かった。・パワーポイント等を使用してはど
うか。
② 基調講演等について
・面白い内容で、引き込まれた。・具体的な内容で聞きやす
かった。・若い世代の男性にも聞いてもらいたい。
③ その他、会議全体について
・今の女性を取り巻く問題を再認識できたが、意識を変える
には長くかかると思う。・もっと身近な話を聞かせてほしい。

８ 男女共同参画
社会の実現に向
けた気運醸成

進行上工夫の余地が見られるものの、女性団体・グ
ループや青年団体、ボランティアグループ等幅広い分野
の方々の参加を得、上記アンケート調査にあるとおり
「有意義だった」「理解が深まった」等の感想をもらっ
ている。

週間の実施については、より幅広い広報活動の実施に
対する要望が多かった。

・男女共同参画週間
（6月23日～29日）の
実施
・「男女共同参画宣
言都市奨励事業」、
「 男 女 共 同 参 画
フォーラム」、「男
女共同参画担当行政
ブロック会議」等地
方公共団体や民間団
体と連携して行う事
業の実施
・｢男女共同参画ヤン
グリーダー会議｣を開
催 し 、 将 来 地 域 の
リーダーと期待され
る男女を招き、施策
の説明や意見交換等
を行う。
・「男女共同参画推
進本部ニュース」の
広報パンフレットや
各種行政情報資料の
配布
・各種媒体を活用し
た政府広報の実施・
平成15年度９月末現
在の各審議会の女性
委員の人数・比率等
の調査・分析・公表

○予算(平成16年度）
連 絡 調 整 日 等 経

費、男女共同参画国
民理解推進経費、地
方活動支援経費等計
169,156百万円

(達成状況）
　 達成できた
(理由)

｢男女共同参画フォーラム」等の
開催は地方公共団体民間団体との連
携の確立に資するものであり、｢男
女共同参画ヤングリーダー会議」の
開催による若年層の気運の醸成等、
｢男女共同参画推進本部ニュース｣に
よる広報等はそれぞれ有効であると
判断できるため。
(総括）
・引き続き同水準で継続実施が必要
な政策である
・今後の政策等に反映すべき事項及
び今後の取組方針
　(省略）

政策分野６　男女共同参画社会の形成の促進

男女共同参画に関する
国民の理解や認識を深
め、男女共同参画社会の
実現に向けた気運の醸成
を図る。具体的には以下
の点を目的とする。
(1)社会制度・慣行が男
女に与える直接的・間接
的な影響を検討し、様々
な社会制度・慣行につい
て男女共同参画の視点に
立って見直しを進める。
(2)男女共同参画社会基
本法の目的や基本理念に
関する国民の理解を深め
る。
(3)地方公共団体、民間
団体との有機的な連携を
確立する。 ｢男女共同参
画フォーラム」等による
地方公共団体、民間団体
との有機的な連携を確
立。
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９ Ｃ 国民の日常生活におけ
る省資源・省エネに対す
る意識・行動の向上： 平
成13年7月と平成16年11月
に内閣府が実施した「国
民生活モニター調査」(平
成13年2,300人対象(回収
率 97.9 ％ ) 、 平 成 16 年
2,113 人 対 象 ( 回 収 率
95.2％))の同一の設問に
対する回答の集計結果

ＣＭ － － 16年度
※

 

　 省資源・省エネルギー
国民運動の拡大： 「エコ
ライフ・ハンドブック」
の配布数の推移

Ｐ － － 16年度
※

 

省資源・省エネルギー
国民運動の拡大：省資
源・省エネルギー国民運
動地方推進会議への参加
団体数の推移

ＣＭ
(P)

－ － 16年度
※

 

　 「環境にやさしい買い
物キャンペーン」の拡
大： 「環境にやさしい買
い物キャンペーン」への
参加流通事業者店舗数
（内閣府とりまとめ分）
の推移【参加流通事業者
店舗数 H19：10万店舗以
上（H15：3万5千店舗））

ＣＭ 10万店
舗以上

平成15
年度

平成19
年度

－

10 消費者行政の
推進（消費者教
育の 充実 ・強
化）

主体的に意思決定を行
いうる能力を持つ自立し
た消費者の育成を図る。

Ｃ  出前講座開催件数 Ｐ 前 年 度
比 ５ ％
増

－ 16年度
※

－ （達成状況）
　達成できた
(理由)

出前講座に対する要望は依然強
く、15年度の開催回数を５％以上上
回る1,404箇所(前年比約８％増)に
おいて開催されたため。
(総括）
・引き続き同水準で継続実施が必要
な政策である

・消費者問題出前講
座
・消費者教育専門家
の派遣
・教材の作成　等

○予算(平成16年度）
消費者教育充実･

推進事業38百万円

・中央において設置
されている「地球環
境と資源エネルギー
を大切にする国民運
動全国会議」（構成
団体120団体）及び都
道府県ごとに設置さ
れている「省資源・
省エネルギー国民運
動 地 方 推 進 会 議 」
（構成団体計3,819団
体）と連携した、省
資源・省エネルギー
等に関する調査や普
及啓発活動
・毎年10月（3R推進
月 間 ） に 、 事 業 者
（主に流通事業者・
小売事業者）等の協
力を得ながら、国と
都 道 府 県 等 が 共 同
で、広く国民に対し
て 「 買 い 物 袋 の 持
参」、「環境に配慮
した商品の購入」、
「 簡 易 包 装 へ の 協
力」など環境にやさ
しい買い物の実践を
呼びかける全国キャ
ンペーン 等

○予算(平成16年度）
環境調和型国民生

活促進83百万円

平成15年度に約3万4店舗であったものが、平成16年度
には、その1.25倍の約4万3千店舗へと増加している。

「積極的に取り組む」と回答した人の割合が減少して
いるものの、「積極的に取り組む」又は「できる部分が
あれば取り組む」と回答した人の割合の合計は、両年と
も95％程度と非常に高くなっている。また 、実際に省
エネ行動を行っている人が、全体としては着実に増えて
きている状況が見受けられる.。

平成12年度から平成16年度までの５年間で２倍以上
に増加していることが読み取れる

平成12 年度から平成16 年度までの５年間で、2,441
団体から3,819 団体へと約1.6 倍に増加している

国民の日常生活における
省資源・省エネルギー型
生活パターンの定着を図
る。

（達成状況）
　 達成できた
(理由)

地球温暖化防止や省エネルギーに
対する国民の意識・行動の経年変
化、普及啓発資料の配布実績、省資
源・省エネルギー国民運動地方推進
会議への参加団体数、「環境にやさ
しい買い物キャンペーン」への参加
流通事業者店舗数を指標として有効
性の観点から評価を行った結果、全
体としては、毎年、省資源・省エネ
ルギーに対する取組の輪が着実に拡
大するとともに、国民の意識や行動
も着実にステップアップしてきてい
る状況が見られる。
(総括）
・引き続き同水準で継続実施が必要
な政策である。
・今後の政策等に反映すべき事項及
び今後の取組方針
　(省略）

省資源・省エ
ネルギー型生活
の推進

政策分野7 国民生活行政



基準年次 達成年次

政策
番号

目標
分類

達成すべき目標
(政策の目的）

政策手段測定指標 目標値
目標期間指標

分類
測定結果等 評価の結果

目標設定の考え
方及びその根拠

政策名

11 Ｃ 各年度において、国民
の防災意識及び防災知識
の維持向上を図る：参加
者アンケート調査

ＣＭ － － 16年度
※

 

（参考指標）
「防災フェア」の開催(参
加者数）

ＣＭ
(P)

    

(参考指標）
「防災ポスターコンクー

ル」の開催

Ｐ     

(参考指標）
「防災とボランティアの

つどい」の開催

Ｐ     

本年度は平成16年8月から10月まで募集を行い、8,435
点の応募があるなど、参加者数も増加

(達成状況）
　達成できた
（理由）

「防災フェア」における多数の参
加者、「防災ポスターコンクール」
における応募者数の増加、「防災と
ボランティアのつどい」への注目度
の高さ、及びこれらの行事の開催と
普及・啓発活動によって、防災に関
する知識の向上及び防災意識の高揚
について十分な成果があったと考え
られるため。）。
（総括）
・重要であり更に優先的に取り組む
べき政策である。
・今後の政策等に反映すべき事項及
び今後の取組方針　(省略）

政策分野８　防災行政

12月4日に、「防災とボランティアのつどい」を開催
し、100名以上が参加者

国民の防災意識の高揚
と知識の向上を図り、災
害に対する備えを充実強
化し、災害の未然防止と
被 害 の 軽 減 を 図 る 。

・防災フェアの開催
（ 8 月 27 日 ～ 9 月 1
日）、防災ポスター
コンクールの開催
・ボランティア同士
の意見交換の場とし
て 「 防 災 と ボ ラ ン
ティアのつどい」の
開催
・政府広報誌等によ
る自主防災、災害対
策等についての普及
啓発活動
・ 防 災 担 当 ホ ー ム
ページ内に、新たに
「現在の防災ボラン
ティア関係情報」の
ページを設け、ボラ
ンティア活動につい
ての情報提供

○予算額(平成16年度）
防災週間行事費、

防災ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ関連施策
の充実計24.7百万円

参加者の防災に対する知識の向上にとって、有益だっ
たという回答が多数得られ、「あまり参考にならなかっ
た」という回答は2％のみであった。等

23回目を迎えた本年は、札幌市で開催した。東京開
催に匹敵する約10万人近い方々のご参加を頂いた。

防災に関する
普及・啓発



基準年次 達成年次

政策
番号

目標
分類

達成すべき目標
(政策の目的）

政策手段測定指標 目標値
目標期間指標

分類
測定結果等 評価の結果

目標設定の考え
方及びその根拠

政策名

12 Ｃ 本邦において国連防災
世界会議を開催すること
で、日本の貢献を国際社
会及び国民にアピール
し、21世紀の新しい国際
防災戦略の策定及びその
推進に貢献する。

ＣＭ － － 16年度
※

 

 阪神 ・淡 路大 震災 の復
旧・復興の過程等を通じて
我が国が学んだ教訓を、国
内外に発信し、今後の防災
活動に活かし、世界の災害
対策の進展に大きく貢献す
る：国連防災世界会議への
国連加盟国代表団数

Ｐ － － 16年度
※

 

阪神・淡路大震災の復旧・
復興の過程等を通じて我が
国が学んだ教訓を、国内外
に発信し、今後の防災活動
に活かし、世界の災害対策
の進展に大きく貢献する：国
連シンポジウムの開催数

Ｐ － － 16年度
※

 阪神・淡路大震災の復旧・
復興の過程等を通じて我が
国が学んだ教訓を、国内外
に発信し、今後の防災活動
に活かし、世界の災害対策
の進展に大きく貢献する：国
連シンポジウムへの参加者
数

ＣＭ
(P)

－ － 16年度
※

 

 我が国が自然災害に対
して脆弱ではないかとの
国際的な見方に対し、防
災分野での我が国の高
度・先進的な取組を国際
的に紹介することによ
り、危機管理や災害対策
に対する我が国の信頼を
高める：会議資料として
作成した教訓情報の引用
状況

ＣＭ － － 16年度
※

 

アジア防災センターを活用
した地域防災協力を推進
し、アジアの開発途上国の
災害対策の充実を図る：ア
ジア防災センターのアジア
各国への認知度

ＣＭ － － 16年度
※

 アジア防災センターについて、国連防災世界会議プレシ
ンポジウムの主催に加え、第７回アジア防災センター国
際会議を会期内に開催、テーマ別セッション、地域セッ
ション、ポスターセッション及び総合防災展を企画・参
加を通じて国内外にその存在を広くアピールした。等

・阪神・淡路大震災
から10年の節目に当
たる2005年1月18日～
22日、兵庫県神戸市
において、国連防災
世界会議を開催

○予算(平成16年度）
防災分野における

国 際 協 力 等 推 進 経
費、アジア防災セン
ターにおける多国間
防災協力の推進に要
する経費等計297百万
円

国連防災世界会議は、1995年に開催された横浜会議
（147カ国、約2,400人）をはるかに上回る国数、人数
（168カ国、約4,000人）の参加者を得て開催すること
で、日本の貢献、阪神・淡路大震災から得た教訓、日本
の高度・先進的な防災体制を国際社会及び国民に強くア
ピールすることとなった。

阪神・淡路大震災総合フォーラムをはじめ、シンポ
ジウム・セミナー（65事業）、総合防災展（189団
体）、ポスターセッション（82団体）などさまざまな事
業を開催した。

国際防災協力
の推進

(達成状況）
   目標以上の成果を達成できた
(理由）

国連防災世界会議の開催によ
り、①兵庫宣言や兵庫行動枠組のと
りまとめによって防災の重要性を全
世界に発信することができた。②多
くのテーマ別会合において非常に質
の高い専門家の議論が行われた。③
多くの一般参加者を得るとともに、
幅広く国内外メディアに取り上げら
れ、世界の「防災文化の醸成」に寄
与できた。④インド洋地震津波災害
を踏まえた津波早期警戒体制の構築
等の国際協力の基本方針を示すこと
ができた。⑤我が国の防災への海外
からの信頼が大いに高まり、ユドヨ
ノ大統領をはじめ多くの外国要人が
我が国の防災分野での経験と知見を
学びに内閣府（防災担当）を訪問し
ている。以上５つの大きな成果を、
多方面と幅広い人的・財源的な連携
を図りつつ得られたことは、内閣府
として新しい国際防災戦略の策定と
推進に貢献したと判断できる。ま
た、費用対効果についても高い事業
であったといえる。
(総括）
・重要であり更に優先的に取り組む
べき政策である。
・今後の政策等に反映すべき事項及
び今後の取組方針

地方公共団体、企業、ＮＰＯ等の
民間団体等、様々な主体が、防災意
識の高揚に向けてそれぞれの役割を
効率的に果たしていくよう、内閣府
としては広報・啓発活動を充実強化
していくことが必要である。等

国連防災世界会議において、今後10年間の災害被害
の実質的な削減を目指す新しい防災戦略である「兵庫行
動枠組2005－2015」及び戦略を実行に移すという国際社
会の決意を示す｢兵庫宣言｣が採択され、防災の重要性が
日本から全世界に発信され、我が国の過去の災害経験か
ら得た知見を全世界と共有する形で、我が国の国際防災
協力への貢献が内外にアピールされた。

参加者数は延数約４万人であり、日本の貢献、阪神・淡
路大震災から得た教訓、日本の高度・先進的な防災体制
を国際社会及び国民に強くアピールすることとなった。

日本が提案した「防災に関する情報集（ポートフォ
リオ）」といった情報共有の仕組みの構築、災害復興段
階における次の災害に備えた防災力の向上のための国際
協力の強化、アジア防災センター等の地域単位の防災協
力を推進する地域機関の役割強化等が「兵庫宣言」及び
「兵庫行動枠組」に盛り込まれるなど、我が国の過去の
幾多の災害の経験や教訓、防災に関する知識や技術を活
かした提案が今後の世界の防災活動指針となる新しい国
際防災戦略に反映されている。

世界の自然災害被害の
軽減に向けた我が国の知
識･技術を活用した協力
を推進することを目的と
し、特に平成16年度は国
連防災世界会議の本邦開
催を通じた①国際防災協
力への貢献、②阪神・淡
路大震災等から得た教訓
の国内外への発信、③日
本の高度・先進的な防災
体制の世界及び国民への
アピールを効果的かつ効
率的に行う。また、神戸
にあるアジア防災セン
ターを活用した開発途上
国の災害対策の充実への
貢献を行う。



基準年次 達成年次

政策
番号

目標
分類

達成すべき目標
(政策の目的）

政策手段測定指標 目標値
目標期間指標

分類
測定結果等 評価の結果

目標設定の考え
方及びその根拠

政策名

13 東海地震対策、東南海・南
海地震対策、首都直下地震
対策、日本海溝・千島海溝
周辺海溝型地震対策等の
着実な推進により地震防災
対策の強化を図る。

Ｐ － － 16年度
※

 

(参考指標）
東海地震応急対策活動要
領」に基づく具体的な活
動内容に係る計画を策定
する

Ｐ 計 画 の
策定

16年度 －

(参考指標）
東南海・南海地震対策特
別措置法に基づき津波対
策を実施する

Ｐ 16年度

(参考指標）
首都直下地震の被害想定
を実施する

Ｐ 被 害 想
定 の 算
出

16年度 －

(参考指標）
日本海溝・千島海溝周辺
海溝型地震の地震及び津
波高さ等の算出を行う

Ｐ 地 震 及
び 津 波
高 さ 等
の算出

16年度 －

(参考指標）
海溝・千島海溝周辺海溝
型地震の被害想定を行う
（達成年次：平成17年度
（平成16年度内は被害想
定とりまとめのための作
業を進める））

Ｐ 被 害 想
定 の 算
出

17年度 －

(参考指標）
住宅等の耐震化の促進に
資する地域の地震の危険
性が詳細に表示された地
震防災マップ作成の手引
きを作成

Ｐ 地 震 防
災 マ ッ
プ 作 成
の 手 引
き の 作
成

16年度 －

平成15年12月に策定された「東海地震応急対策活動要
領」に基づく救助・救急・消火活動、医療活動、緊急輸
送活動、物資の調達活動に係る計画を、平成16年６月に
関係省庁と連携して策定した

地震防災マップ作成の手引きを、平成17年３月にとりま
とめ、地方公共団体に配布

地震発生の形態が多様な日本海溝・千島海溝周辺の海溝
型地震に関しては、中央防災会議に設置された専門調査
会において、地震・津波の特徴を分析した。これをもと
に、現在防災対策の検討対象とする地震の特定、地震
動、津波の高さの推計、被害の想定を進めており、平成
17年度中を目途に、当該地域における地震対策の基本的
方針をとりまとめることとしている。

地震対策等の
推進

・平成15年12月に策
定された「東海地震
応急対策活動要領」
に 基 づ く 救 助 ・ 救
急・消火活動、医療
活 動 、 緊 急 輸 送 活
動、物資の調達活動
に係る計画を、関係
省庁と連携して策定
する。
・津波防災対策の一
環として、津波被害
の恐れのある地域に
おける一時避難のた
めの津波避難ビル等
の 施 設 の 指 定 、 利
用・運営手続き等を
示し、民間事業者等
の対策計画の着実な
策定を促す。等

○予算(平成16年度)
大規模地震対策特

別措置法施行に要す
る経費、東南海・南
海地震に係る地震防
災対策特別措置法の
施行に要する経費等
計289,342百万円

　　平成16年度になすべき政策が実施されることによ
り、東海地震応急活動要領に基づく具体の計画策定によ
る応急活動力の向上、首都直下地震の被害想定の実施に
よる防災意識の向上、地震防災マップ作成の手引きの作
成による地域の防災力の向上への寄与が十分なされた

地震発生の形態が多様な日本海溝・千島海溝周辺の海溝
型地震に関しては、中央防災会議に設置された専門調査
会において、地震・津波の特徴を分析した。これをもと
に、現在防災対策の検討対象とする地震の特定、地震
動、津波の高さの推計、被害の想定を進めており、平成
17年度中を目途に、当該地域における地震対策の基本的
方針をとりまとめることとしている。

津波被害軽減のため、津波避難困難地域における一時避
難場所確保に資することを目標として、平成16年度に津
波避難ビル等に係るガイドライン検討会を設置した。

平成16年11月、首都直下地震対策専門調査会では首都直
下地震対策のための18タイプの地震像を想定し、同年12
月にはそれらの地震像を元に物的・人的被害の想定を、
平成17年2月には経済被害の想定を発表

(達成状況）
  達成できた
(理由）

平成16年度になすべき政策が実施
されることにより、東海地震応急活
動要領に基づく具体の計画策定によ
る応急活動力の向上、首都直下地震
の被害想定の実施による防災意識の
向上、地震防災マップ作成の手引き
の作成による地域の防災力の向上へ
の寄与が十分なされたため。
(総括）
・重要であり更に優先的に取り組む
べき政策である。
・今後の今後の政策等に反映すべき
事項及び今後の取組方針
  (省略）

大規模地震等の災害に
よって生ずる国民の生
命、身体及び財産に対す
る被害の軽減を図る。

Ｃ



基準年次 達成年次

政策
番号

目標
分類

達成すべき目標
(政策の目的）

政策手段測定指標 目標値
目標期間指標

分類
測定結果等 評価の結果

目標設定の考え
方及びその根拠

政策名

14 原子力安全対
策

国の研究機関に対し、
安全規制の高度化等のた
めに必要な研究を原子力
安全委員会自らが提示す
る「原子力の重点安全研
究計画」を策定する。

Ｐ 計 画 の
策定

－ 16年度
※

－

16年４月１日に再編され、
現在設置されている各専門
部会等をそれぞれ開 催し
（災害発生時に対応する原
子力艦災害対策緊急技術
助言組織を除く）、安全規制
等に的確に反映すべき知見
の獲得に努める：安全規制
等に的確に反映すべき知見
の獲得状況

Ｐ － － 16年度
※

安全確保に関する知的
基盤を踏まえ、安全基
準・指針類を整備する。
平成16年度は少なくとも
１件以上の安全基準・指
針類の制改定作業を終了
する：安全基準・指針類
の整備状況

Ｐ 少なくと
も １ 件
以 上 の
安 全 基
準 ・ 指
針 類 の
制 改 定
作 業 を
終了

－ 16年度
※

－

規制調査を５件以上実施
する：規制調査の実施状
況

Ｐ 5 件 以
上

－ 16年度
※

－

原子力防災対応を確実
なものとするために、原
子力安全委員会が独自に
実施している参集訓練、
通報訓練等を合わせて５
回以上実施する。

Ｐ 5 回 以
上

－ 16年度
※

－

国及び地方公共団体が
主催する原子力防災訓練
ついては積極的に参加す
る。

Ｐ － － 16年度
※

国民との直接対話の場と
して開催している原子力
安全シンポジウム等を実
施する：国民との直接対
話の場の活用状況

ＣＭ
(P)

－ － 16年度
※

一般向け広報用小冊子
「原子力安全のひろば」
を２回以上発行する。

Ｐ 2 回 以
上

－ 16年度
※

－

平成16年度には２回開催し、延べ227名が来場した。原子力安全に関する国民
との対話の促進：国民と
の双方向の意思疎通を通
じて、原子力安全に関す
る国民との対話の促進を
図る。

Ｐ

平成16年度においては、７月に規制調査の実施方針を
見直し、新たな視点に基づき５件の規制調査を開始し
た。原子炉施設の運転終了以降の安全規制の運用状況に
関する規制調査においては、現行の原子炉等規制法にお
ける原子炉施設の廃止措置に関する課題について調査
し、解体の進行及び安全確保の重要性の程度に応じた段
階的な安全規制制度の構築について検討することが必要
であるとする原子力安全委員会の見解をまとめた。

政策分野８　原子力安全対策

原子力の安全確保に関
する知的基盤の整備：原
子力施設の安全確保や原
子力災害対策等に必要な
技術的知見・経験を獲
得・蓄積する。

(1)原子力の安全確保
に関する知的基盤の
整備
・専門部会等におけ

る報告書等の作成、
事故・トラブルに関
する情報の収集、委
託調査等を行い、安
全規制全般に係る知
見を計画的かつ体系
的に獲得するととも
に、国際機関の活動
への協力や政府間協
力を通じて、各国に
おける原子力安全に
係る知見・経験の共
有を促進する。
(2)原子力施設の安全
確保
・安全規制（後続規
制）の実施状況につ
いて、その規制行為
が適切に実施されて
いることを監視・監
査するための規制調
査の実施を行う。
(3) 原子力災害対策
・訓練等へ積極的に
参画し、また、原子
力安全委員会独自の
訓練を実施するとと
もに、原子力災害対
策に係る防災に関す
る指針類の必要な改
善を行う。
(4) 原子力安全に関
する国民との対話の
促進
・原子力安全シンポ
ジウム、公開ヒアリ
ン グ 等 の 開 催 に よ
り、原子力安全に関
する国民の声の把握
に努め、原子力安全
への取組等について
の国民とのコミュニ
ケーションを図る。
また、適切な広報活
動を実施する。

○予算(平成16年度）
　　1,027百万円

原子力施設の安全確
保：我が国の安全規制体
制の下で、安全確保に万
全を期す。

原子力災害対策：より実
効性のある原子力防災体
制を構築する。

平成16年度 １回発行

Ｐ

Ｐ

Ｐ

平成16年度には、13地域における訓練、原子力安全委
員会が独自に実施する訓練（８回）、緊急技術助言組織
会合等（６回）、その他通報訓練や設営訓練に、原子力
安全委員会委員等が延べ610人参加した。

(達成状況）
　達成できた
(理由）

「原子力の重点安全研究計画」の
策定、各専門部会を通じた必要不可
欠な報告書の作成等を行い原子力安
全確保に関する知的基盤の整備を実
施した。また、原子力施設の安全に
ついては、必要な安全基準・指針類
の策定や検討を進め、規制調査の効
果的、効率的な実施をした。さら
に、参集訓練等の実施等による原子
力災害対策の推進、原子力シンポジ
ウム等の開催による国民との対話の
促進を実施している。このことか
ら、平成16年度の目標については達
成できたものとしている。
(総括）
・重要であり更に優先的に取り組む
べき政策である
・今後の今後の政策等に反映すべき
事項及び今後の取組方針　(省略）

平成16年度には「原子力の重点安全研究計画」や「原子
力施設の運転終了以降に係る安全規制制度のあり方につ
いて」をはじめとする８件の報告書等を取りまとめた。

外部機関への調査委託を通じた技術的知見の獲得等も
行っており、16年度は24件の調査を行った。トラブルに
関する国内外の事例の集積については、16年度中に、原
子力の事故故障・トラブルの関係で27件、放射線・放射
性同位元素に係るトラブルの関係では26件の事例が新た
に追加された。

平成16年度は「原子力事業者の技術的能力に関する審
査指針」の策定や「発電用原子炉施設に関する耐震設計
審査指針」の高度化のための検討等を進めた。



基準年次 達成年次

政策
番号

目標
分類

達成すべき目標
(政策の目的）

政策手段測定指標 目標値
目標期間指標

分類
測定結果等 評価の結果

目標設定の考え
方及びその根拠

政策名

15 国際平和協力業務の的
確な実施を通じて、国際
連合を中心とした国際平
和のための努力に積極的
に寄与する。

Ｃ 国際連合による国際の
平和と安定のための努力
に協力し、なし得る最大
限の人的な貢献を積極的
に果たしていくため、東
ティモール国際平和協力
業務の的確な実施を図
る：活動実績

Ｐ －

国際連合による国際の
平和と安定のための努力
に協力し、なし得る最大
限の人的な貢献を積極的
に果たしていくため、東
ティモール国際平和協力
業務の的確な実施を図
る：国内、国際社会の評
価

CM －

16 遺棄化学兵器
の廃棄物処理事
業

我が国は、化学兵器禁
止条約に則り、「遺棄締
約国」として、遺棄化学
兵器の廃棄のため、すべ
ての必要な資金、技術、
専門家、施設その他の資
源を提供し、中国政府の
協力を得つつ、安全かつ
可能な限り早期の遺棄化
学兵器廃棄処理事業の完
了を目指す。 (今回は、
平成16 年度の遺棄化学
兵器処理事業の１つであ
る中国黒龍江省寧安市に
埋設されていた旧日本軍
の遺棄化学兵器の発掘回
収事業の評価を行う。)

Ｐ 当事業においては、予
定された期間内(平成16年
９月６日～28日(23日間))
に想定された700発以上の
化学砲弾等を安全かつ確
実に発掘・回収すること
を目指し、それらの簡易
鑑定及び仮梱包を行い、
それらを保管庫に収納す
る。もって、周辺住民の
生活上の不安を解消す
る：発掘対象砲弾数

Ｐ 予 定 さ
れ た 期
間内(23
日間)に
想 定 さ
れ た
700 発
以 上 の
化 学 砲
弾 等 を
安 全 か
つ 確 実
に 発
掘 ・ 回
収する

16年度 16年度 － (達成状況）
目標以上の成果を達成できた。
(理由）
(1)発掘砲弾等数の面で、事業実施
前は700発以上の砲弾等の発掘を想
定していたが、結果的には通常弾等
を含め2,000発以上の砲弾等の発掘
を行うことができたこと。
(2)日数の面で、当初23日間の期間
を想定していたが、結果的には１日
早く事業を終了できたこと。
(総括）
・重要であり更に優先的に取り組む
べき政策である
・今後の政策等に反映すべき事項及
び今後の取組方針　(省略）

・遺棄化学兵器廃棄
物処理事業

○予算(平成16年度）
中国各地における

発掘費682百万円)

国際平和協力
業務等の推進

・司令部要員により
ＵＮＭＩＳＥＴ等軍
事部門司令部におい
て輸送、建設等の業
務に関する企画及び
調整等の司令部業務
分野における国際平
和協力業務の実施
・自衛隊の部隊等に
より、道路、橋等の
維持補修等の後方支
援分野における国際
平和協力業務の実施
・派遣先国政府その
他 の 関 係 機 関 と 東
ティモール国際平和
協力隊又は自衛隊の
部隊等との連絡調整
等の連絡調整の分野
における国際平和協
力業務の実施

○予算
東ティモール国際

平和協力業務の実施
経費(平成16年度28百
万円)

(達成状況）
達成できた
(理由）
我が国が実施した東ティモール国際
平和協力業務は、東ティモール国民
を始めとして国際社会から高い評価
を得た。シャルマＵＮＭＩＳＥＴ特
別代表が自衛隊の活動を高く評価す
る発言を行ったほか、グスマン東
ティモール大統領からは我が国の要
員の活動等に対して、様々な機会を
捉えて謝意等が表明された。
（総括）
・目標を達成した等の事情により終
了した。
・今後の政策等に反映すべき事項及
び今後の取組方針　(省略）

14年2
月19日

16年6
月27日

・司令部業務
ＵＮＭＩＳＥＴ等軍事部門司令部は、東ティモールの

首都ディリに所在し、各国から派遣された司令部要員に
より構成されていた。司令部要員は、支援部施設課及び
支援部統合支援センターにそれぞれ配置され、ＵＮＭＩ
ＳＥＴ等の活動に必要な道路、橋等の維持補修等の後方
支援分野の業務に関する企画及び調整、地図の保管、Ｕ
ＮＭＩＳＥＴ等の軍事部門及び文民部門間の施設及び通
信等の後方支援業務に関する調整等の業務を実施等
・後方支援業務

第１次から第４次までの施設部隊は、ＵＮＭＩＳＥＴ
等の活動に必要な道路、橋等の維持補修の業務として
120件の工事を行ったほか、地域住民の生活と密接に関
わった民生支援業務として、地域住民の生活に必要な道
路、橋、かんがい用水路等の建設、小学校のグランドの
敷地造成、ごみ処分場の建設、東ティモール政府職員を
対象とした道路建設用機材操作等の教育等を実施等
・連絡調整業務

連絡調整要員は、我が国のＵＮＭＩＳＥＴ等に対する
協力を円滑かつ効率的に行うため、ＵＮＭＩＳＥＴ等及
び東ティモール政府当局その他の関係機関と司令部要員
及び施設部隊との連絡調整を行った。

・平成16年９月６日から開始された寧安発掘回収事業
は、同月27日をもって当初予定より１日早く終了し、こ
の間に発掘回収された旧日本軍の化学砲弾等の数は合計
89発（不明弾22発を含む。）に上り、これらは同地の保
管庫に移送された。発掘現場からは、化学兵器のほか、
通常砲弾、地雷、手榴弾、小銃弾等が2,000発以上混在
して発掘され、これらは中国側に引き渡された。また、
作業中に化学砲弾、通常弾等による事故は発生していな
い。等

・東ティモール国民を始めとして国際社会から高い評価
を得た。シャルマＵＮＭＩＳＥＴ特別代表が国際連合安
全保障理事会において、自衛隊の施設部隊（以下「施設
部隊」という。）の活動を高く評価する発言を行ったほ
か、グスマン東ティモール大統領からは我が国の要員の
活動等に対して、様々な機会を捉えて謝意等が表明され
た。

政策分野10 国際平和協力業務等



基準年次 達成年次

政策
番号

目標
分類

達成すべき目標
(政策の目的）

政策手段測定指標 目標値
目標期間指標

分類
測定結果等 評価の結果

目標設定の考え
方及びその根拠

政策名

17 「平成16年度における政
府の広報活動の基本方針
について」（平成16年４
月内閣官房長官決定）に
基づき、内閣の重点広報
テーマを中心に、主要媒
体を重点的・集中的に活
用して政府広報を実施す
る。

Ｐ － － 16年度
※

　

(参考指標）
国政モニターへのアン

ケート

ＣＭ

(参考指標）
政府広報新聞記事下広告

単位あたり単価

Ｐ 　 　 　 　

(参考指標）
政府広報雑誌広告単位あ

たり金額

Ｐ 　 　 　 　

Ｃ国民に対して、政府の
重要施策に関し、その内
容等について適時適切に
広報することにより、国
民の理解の促進を図る。

政府広報の実
施

政府広報と各府省広報との関係としては、政府全体と
して適切な役割分担の下で相乗効果により効果的な啓
発・広報活動となるよう、テーマ・媒体・展開時期等に
ついて事前に相互に十分に相談した上で実施に移すな
ど、関係府省と密接な連携を図りつつ政府広報を実施し
た。等

新聞について、ＭＲＳ広告調査（広告調査会社）の
「広告出稿量ランキング｣により新聞広告出稿量上位50
社ベースで比較すると、上位50 の合計出稿量は、約106
万段で合計金額は、約5,354億円であった。これを１段
当たりの金額（平均）にすると、約50万円である。

政府広報の新聞記事下広告（中央紙・ブロック紙・地
方紙計10,618段）に関しては、執行額は約23億円であ
り、１段当たりの金額にすると約22万円となる。これは
上位50社平均単価（50万円）を下回っている。

雑誌についても同様に、ＭＲＳ広告調査の「広告出稿
量ランキング」により雑誌広告出稿量上位50 社ベース
で比較すると、上位50社の合計出稿量は、約6万9千頁で
合計金額は、約1,022億円であった。これを１頁当たり
の金額にすると、約147万円である。政府広報の雑誌広
告（291頁）に関しては、執行額は、約３億円であり、
１頁当たりの金額にすると約92万円となる。これは上位
50社平均単価（147万円)を下回っている。

　①テレビ、ラジオ
70～80％が「伝えたい内容がわかりやすい」とするな

ど各番組ともおおむね理解が得られているものと考えら
れる。
　②新聞雑誌

突出し広告では、７割以上の人が「テーマについて関
心がたかまった」、「内容がわかりやすい」としてお
り、記事下広告においても、７割以上の人が「見る前に
比べてテーマについての理解が深まった」としており、
おおむね理解が得られている。

政策分野12　政府広報・公聴活動

・政府広報の実施

○予算(平成16年度）
放送諸費、出版諸

費等計10,293百万円

(達成状況）
  達成できた
(理由）

｢平成16年度における政府の広報
活動の基本方針について｣に基づ
き、内閣の重点広報テーマを中心
に、主要媒体を活用して、効率的か
つ有効性のある政府広報活動を実施
できたため。
(総括）
・引き続き同水準で継続実施が必要
な政策である。
・今後の政策等に反映すべき事項及
び今後の取組方針　(省略）



基準年次 達成年次

政策
番号

目標
分類

達成すべき目標
(政策の目的）

政策手段測定指標 目標値
目標期間指標

分類
測定結果等 評価の結果

目標設定の考え
方及びその根拠

政策名

18 タウンミーティングの開
催回数

Ｐ 基 準 年
次 の 水
準(概ね
月 2 回
程度）

14年度 16年度 －

16年度におけるタウン
ミーティング1回(または
１テーマ)あたりの発言者
数

ＣＭ 基 準 年
次 の 水
準 （ 平
均 10.5
人）

14年度 16年度 －

(参考指標）
当室ホームページへのア

クセス数の推移（平成14
年度、15年度、16年度）

ＣＭ
(P)

    　

小泉内閣の閣僚等が内
閣の重要課題について広
く国民から意見を聞き、
また国民に直接語りかけ
ることで、政策に対する
国民の理解を深め、内閣
と国民との対話を促進す
ることを目的としてタウ
ンミーティングを実施す
る。

Ｐ

　（注）内閣府から送付された「平成16年度内閣府本府政策評価書（事後評価）」を基づき当省が作成した。

国民との対話
(タウンミーティン
グの実施)

・基準年としている平成14年度は延べ26回開催している
が、平成16年度も26回（政策テーマ別22回、共催４回）
開催しており、概ね月２回程度の開催となった。

・政策評価の対象である平成14年度～16年度の３年間を
見ると、地域的に偏りなく開催をしている。

タウンミーティング会場での発言者数は、基準年であ
る平成14年度が平均10.5人であるのに対し、平成16年度
は平均9.8人となった。この要因は、登壇者のプレゼン
テーションが長時間に渡った、当日進行方法が異なっ
た、タウンミーティング開催を確実に２時間以内に終了
するということを徹底した等の結果、対話のための時間
が短縮化されたためである。平成16年度後半からは、タ
ウンミーティング会場での発言者数について、より多く
の国民と対話が可能になるよう開催当日の進行等につい
て工夫をした。具体的には、事前に参加者に資料を送付
し目を通してもらうことで当日の会場からの質問が的確
かつ円滑に行われるようにするとともに、当日の登壇者
からの説明を簡略化し、対話時間を多く確保できるよう
にした。また、一人当たりの発言時間を２分以内とする
ルールを徹底し、登壇者からの答弁も簡潔かつ的確にな
るように依頼し、経過時間提示も行うようにした。この
結果、16年度後半は平均10.8人となり、より多くの国民
と対話が可能になり、活発な対話が行われた。

当室ホームページへのアクセス数は、平成14年度を基
準にすると一貫して増加傾向にあり、タウンミーティン
グの周知及び広報に効果があったものと考えられる。

(達成状況）
　達成できた
(理由）

平成14年度と同等に、概ね月2回
程度の開催を達成することができ
た。会場での発言者数については、
年度前半で基準年を下回ったため年
平均では基準年を若干下回った。た
だし年度後半は効率性重視等により
発言者数は回復したため、ほぼ目標
は達成したと判断した。
(総括）
・引き続き同水準で継続実施が必要
な政策である
・今後の政策等に反映すべき事項及
び今後の取組方針

有識者からも「潜在的な参加者を
掘り起こすことが大事。」との指摘
をいただいており、タウンミーティ
ングへのより多くの参加を募る観点
から、広報活動の改善を検討する。
また、「８(１)有効性」でも指摘し
たように、若年層の参加者数が相対
的に少ないことから、若者が多く来
場するようなタウンミーティングの
テーマを選定する等の工夫をする方
向で事業の一層の改善を図る。
タウンミーティング会場での発言者
数については、なるべく多くの参加
者が発言できるよう引き続き参加者
の発言時間の確保に努め、運営面で
の改善等を図っていく。

・多様な形によるタ
ウンミーティングの
開催
・タウンミーティン
グの公開
・国民から出された
意見等に対する対応

○予算(平成16年度）
「国民との対話」の
実施に必要な経費383
百万円
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